
地方分権21世紀ビジョン懇談会報告書（平成18年7月3日）

２．各論（３）いわゆる“再生型破綻法制”の整備背景・目的

この観点から、いわゆる“再生型破綻法制”の検討に早期に着手し、３年以内に整備すべき

である。その際、透明なルールに基づく早期是正措置を講じ、それでもうまくいかなかった場

合に再生手続きに入るという２段階の手続きとすべきである。これらの点を踏まえた、いわゆ

る“再生型破綻法制”の制度の概要を今秋までに作成・公表すべきである。

「基本方針2006」（平成18年7月7日閣議決定）

再建法制等も適切に見直すとともに、情報開示の徹底、市場化テストの促進等について地方行

革の新しい指針を策定する。

新しい地方財政再生制度研究会報告書（平成18年12月8日）

このため、新しい地方財政再生制度においては、財政情報の開示を徹底し、透明なルールのもと

に早期是正措置を導入することにより、住民のチェック機能を働かせ、財政再建を促していくことを

柱とする早期是正・再生スキームを構築すべきであり、以下のとおり具体的な提言を行うものであ

る。

地方公共団体財政健全化法創設までの経緯①

平成１８年の地方分権２１世紀ビジョン懇談会での議論を契機に、 「新しい地方財政再生制度

研究会」等において地方公共団体の財政再建制度のあり方について議論されました。これらの議

論を踏まえ、地方公共団体財政健全化法が創設されています。



新しい地方財政再生制度研究会報告書（平成18年12月8日）（続き）

○ この半世紀あまりで、地方公共団体の行政活動は著しく多様化してきており、地方公共団体の
活動を全体として捉え、その財政状況を住民が分かりやすく把握できるよう、必要なものの追加
も含め財政指標の充実が必要である。

○ 新しい地方財政再生制度においては、・・・特に、
① 当該団体全体の財政運営上の問題を把握しその責任を明確化するという観点、

② 地方公社や第三セクターの状況も含め、当該団体の潜在的なリスクも含めた中長期的な
財政運営の健全化を図るという観点

から、フロー・ストックの両面において必要な指標を用いるべき

○ 今回の新しい再生制度においては、新たなフロー指標を設け、公営企業会計も連結して把握
することにより、公営企業会計が悪化した結果、当該地方公共団体全体の新たなフロー指標が
早期是正又は再生段階に至った場合には、当該公営企業会計を中心に早期是正又は再生ス
キームが適用されるものである。

○ しかし、公営企業が供給する住民サービスは、上・下水道、病院など住民の日常生活に欠くこ
とのできないものが多いことから、その経営の悪化が住民生活に多大な影響を与えることのない
よう、個々の公営企業会計においても、経営悪化の初期の段階から経営健全化計画の策定を
義務づけ、自律的な経営改善を促すこととすべきである。また、このことにより、公営企業会計の
経営が悪化した場合に普通会計に与える影響も未然に防止することが可能となる。

地方公共団体財政健全化法創設までの経緯②



地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の経過
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